
《 ね ら い 》暴力団の根絶によって社会と経済活動の健

全な発展と青少年の健全な育成を図り、暴力のない明るく

安全で安心な北海道を実現する。

《 実 施 期 間 》平成２９年７月２１日（金）から８月２０日（日）

《 運 動 の 重 点 目 標 》

・暴力団の違法な資金獲得活動の実態周知と被害防止

・少年に対する暴力団の影響排除と環境の浄化

問い合わせ先 公益財団法人 北海道暴力追放センター北見支局

緯0157－61－5982

悪質商法や詐欺事件の消費者トラブルを

未然に防ぐため、違法な契約・勧誘や新たな

手口を身につけ、お互いに見守り合いなが

ら安心した地域づくりを考えます。

開催日 ８月２６日（土）

時 間 午前１０時～午前１２時

会 場 林業研修会館２階 集会室

講 師 北海道消費者協会 非常勤講師

星 貴美子 氏

内 容

（１）特殊詐欺の現状

（２）契約の基礎知識とクーリング・オフ

（３）消費者被害に遭わないために

主 催 津別町

問い合わせ先

産業振興課商工観光グループ

緯７６－２１５１（内線２５８）

開催日 平成29年10月１日（日） ※雨天決行

・受 付 午前８時00分～８時30分（津別小グランド）

・開会式 午前８時40分

・スタート 午前10時00分（一斉スタート）

種 目

・ハーフコース（21.0975娃） 一般男女年代別

・10娃コース 一般男女年代別（中学男女含む）

・ 5娃コース 一般男女年代別・中学男女・

小学４年～６年男女

・ 3娃コース 小学１年～３年男女・自由参加

（年齢性別は問いません）

※ハーフコース、10娃コース、５娃コースに参加する高校生は、一般男女年代別に該当します。

※10娃コースに参加する中学生は、一般男女年代別に該当します。

参加料

臼一般1,500円 渦中高生1,000円 嘘小学生以下700円 定 員 350名（先着順）

締 切

申込書に必要事項を記入の上、参加料を添えて下記の申し込み先まで、９月１日（金）必着でお申し込みくだ

さい。また、申込用紙は津別町中央公民館でお受け取り（町外郵送可能）になるか、津別町のホー ムページ

（http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/）からダウンロードすることができます。

申し込み・問い合わせ先 津別町中央公民館内 つべつ紅葉マラソン大会事務局 緯76－2713
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８月のよろず相談 緯76－2151（内線216）

日時 ８月18日（金） 午後1時～3時

場所 林業研修会館１階図書室／相談委員 鷹觜とし子、久保利治

心配ごと相談 緯76－1161

心配ごと相談は、社会福祉協議会で随時受付し、相談員との

日程を調整します。気軽にお問い合わせください。

よろず相談 心配ごと相談の 知らせ

問い合わせ先 自衛隊北見地域事務所 緯0157－23－6826

募集コールセンター（受付時間 12時～20時）

フリーダイヤル 錆0120－063－792

ナビダイヤル 緯0570－045－818（携帯電話）

北海道障害者職業能力開発校が
入校前適性相談を実施し ます
国立北海道障害者職業能力開発校では、求職中の障がい

者（応募希望者）の入校前適性相談を実施します。

実 施 期 間 平成30年３月２日まで

問い合わせ先 ハローワーク美幌 緯73－３５５５

国立北海道障害者職業能力開発校

（砂川市焼山60番地）緯０１２５－52－２７７４

第１回くらしの安心
・安全セミナー開催

国民年金保険料を納め忘れたまま納期

限より２年を超えると、保険料を納める

ことができませんでしたが、平成３０年９

月３０日までの間に限り、国民年金保険料

を納めることができる期間が５年に延長

となり、時効で納付できなかった期間の

保険料を納付することが可能な「後納制

度」を利用することができます。

将来の年金額を増やすことや、納付し

た期間が不足したことにより、年金の受

給ができなかった方が年金受給資格を得

られる場合があります。

※６０歳以上で、老齢基礎年金を受給して

いる方や、６５歳以上で老齢基礎年金の受

給資格をお持ちの方は、後納制度を利用

できません。

後納保険料を納付するためには、事前

に申し込みいただき、審査を行う必要が

あります。

≪問い合わせ先≫

ねんきん加入者ダイヤル

緯０５７０－003－004

北見年金事務所

緯０１５７－２５－９６３５

国民年金保険料の後納制度について

年金ミニ知識
問い合わせ 戸籍・年金担当
緯76－2151 内線222、223


